
 秋田市告示第90号

 

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定において準用

する同法第19条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第21条

第２項の規定において準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり

告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供す

る。 

 

　　令和７年３月21日 

 

秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　都市計画の種類および名称 

秋田都市計画道路　３・２・２号　川尻総社線 

秋田都市計画道路　３・４・25号　保戸野高陽線 

秋田都市計画道路　３・４・28号　新屋駅前線 

秋田都市計画道路　３・４・32号　割山南浜線 

秋田都市計画道路　３・５・39号　広小路牛島線 

秋田都市計画道路　３・５・48号　北愛宕通線 

２　都市計画を変更した区域 

秋田市高陽青柳町、高陽幸町、楢山共和町、楢山南中町、牛島東一丁

目、八橋本町三丁目、新屋扇町、新屋勝平町、新屋栗田町、新屋寿町、

新屋南浜町、新屋町字三ツ小屋および新屋町字割山地内 

３　縦覧場所 

　　秋田市山王一丁目１番１号　秋田市都市整備部都市計画課 

　


